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平 成 １ ９ 年 度 業 務 実 績 評 価 調 書 ： 独 立 行 政 法 人 奄 美 群 島 振 興 開 発 基 金

業 務 運 営 評 価 （ 個 別 項 目 ご と の 認 定 ）

項 目 評 定

結 果 評 定 理 由 （ 案 ） 意 見

中 期 計 画 平 成 １ ９ 年 度 計 画 (案 )項 目 数

１ ． 業 務 運 営 の 効 率 化 に 関 す る 目 標 を 達 １ ． 業 務 運 営 の 効 率 化 に 関 す る 年 度 計
成 す る た め と る べ き 措 置 画

１ （ １ ） 業 務 運 営 体 制 の 効 率 化 （ １ ） 業 務 運 営 体 制 の 効 率 化 ３
独 立 行 政 法 人 化 時 点 で ２ 名 の 定 員 削 ① 定 員 に つ い て は 、 独 立 行 政 法 人 化 効 率 的 な 業 務 運 営 に 資 す る た め 、 独 立 行 政 法 人 化 時 点 で 定

減 を 行 う 。 ま た 、 審 査 部 門 と 期 中 債 権 時 点 の 定 員 を 維 持 す る 。 員 削 減 を 行 っ て お り 、 引 き 続 き 、 削 減 後 の 定 員 を 維 持 し て い
管 理 部 門 を 一 元 化 す る と と も に 、 長 期 る 。
延 滞 債 権 、 法 的 手 続 き に よ る 回 収 が 必 ② 効 率 的 な 業 務 運 営 体 制 に 向 け て 、
要 な 債 権 な ど 、 特 別 に 管 理 を 行 う こ と 以 下 の 内 容 を 含 む 組 織 体 制 ・ 人 員
が 必 要 な 債 権 を 集 中 し て 管 理 す る 体 制 配 置 の 見 直 し を 引 き 続 き 行 う 。
に 改 め る 等 、 債 権 管 理 の 強 化 に 資 す る ・ 「 地 域 事 業 者 再 生 支 援 制 度 」 （ ・ 保 証 及 び 融 資 の 利 用 者 に か か る 経 営 及 び 再 生 支 援 を 行 う た め
効 率 的 な 業 務 運 営 体 制 に 向 け て 、 組 織 仮 称 ） を 設 け 、 支 援 先 の 選 定 、 「 事 業 者 再 生 支 援 委 員 会 」 を 平 成 19年 ６ 月 １ 日 に 設 置 し 、
体 制 ・ 人 員 配 置 の 見 直 し を 行 う 。 支 援 方 策 の 検 討 等 に つ い て 、 協 事 業 者 の 経 営 維 持 ・ 安 定 、 事 業 再 生 を 積 極 的 に 支 援 す る 体 制

審 査 の 厳 格 化 を 図 る 観 点 か ら は 、 理 議 を 行 う 体 制 を 整 備 す る 。 を 整 備 し て い る 。
事 長 以 下 を 構 成 員 と す る 審 査 委 員 会 の
活 用 を 図 る 。 ・ 役 員 会 で 組 織 体 制 ・ 人 員 配 置 の ・ 効 率 的 な 業 務 の 実 施 を 図 る た め 、 組 織 体 制 ・ 人 員 配 置 に つ い

あ わ せ て 、 コ ス ト 縮 減 を 進 め る 観 点 見 直 し に つ い て 定 期 的 な 協 議 を て 役 員 会 で 協 議 を 行 い 、 人 事 異 動 等 へ の 反 映 を 行 っ て い る 。
か ら 、 民 間 金 融 機 関 と の 情 報 共 有 に 際 行 う 。
し て 統 一 電 子 フ ォ ー マ ッ ト を 採 用 す
る 。 ③ 審 査 の 厳 格 化 を 図 る た め 、 理 事 長 審 査 の 厳 格 化 を 図 る た め 、 審 査 委 員 会 に お い て 全 案 件 を 審

ま た 、 金 融 機 関 と し て の 質 的 向 上 を 以 下 を 構 成 員 と す る 審 査 委 員 会 に 査 し て い る 。
図 る た め 、 外 部 の 研 修 プ ロ グ ラ ム 等 を お い て 、 保 証 及 び 融 資 に 係 る 全 申
活 用 し た 職 員 の 研 修 を 行 う 。 込 案 件 を 審 査 す る 。

さ ら に 、 奄 美 群 島 振 興 に お け る 奄 美
基 金 の 役 割 等 を 踏 ま え な が ら 、 奄 美 基 ④ コ ス ト 縮 減 を 図 る 観 点 か ら 、 民 間 効 率 的 な 業 務 運 営 に 資 す る た め 、 引 き 続 き 、 地 元 金 融 機 関
金 内 部 に 横 断 的 な 業 務 の 評 価 ・ 点 検 チ 金 融 機 関 と の 情 報 共 有 に 際 し て の か ら 保 証 付 融 資 の 情 報 を 毎 月 、 電 子 フ ァ イ ル に よ り 報 告 を 受
ー ム （ 各 課 か ら メ ン バ ー を 参 集 、 月 １ 統 一 電 子 フ ォ ー マ ッ ト に つ い て 、 け 、 電 算 入 力 事 務 の 省 力 化 と 延 滞 保 証 債 務 の 早 期 把 握 ・ 解 消
回 以 上 の 開 催 ） を 設 置 す る 等 体 制 整 備 更 な る 活 用 を 図 る 。 に 活 用 し た 。 ま た 、 地 元 金 融 機 関 以 外 の 民 間 金 融 機 関 （ 鹿 児
を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 有 識 者 を 活 用 し 島 銀 行 及 び 南 日 本 銀 行 ） に つ い て も 、 電 子 フ ァ イ ル に よ り 報
つ つ ､自 己 評 価 を 行 い ､評 価 結 果 を 業 務 告 を 受 け る こ と と し 、 電 算 入 力 事 務 に か か る 一 層 の 省 力 化 及
運 営 に 反 映 さ せ る 。 び 期 中 管 理 事 務 の 強 化 に 努 め て い る 。

責 任 共 有 制 度 の 導 入 に 伴 い 、 金 融 機 関 毎 の 保 証 付 融 資 残 高
や 代 位 弁 済 額 、 代 位 弁 済 後 に 奄 美 基 金 に お い て 回 収 し た 額 な
ど に つ い て 、 各 金 融 機 関 と 互 い に 報 告 及 び 確 認 を 行 う 必 要 が
あ る こ と か ら 、 電 子 メ ー ル に よ る 報 告 方 式 と す る な ど 改 善 に
努 め て い る 。

⑤ 金 融 機 関 と し て の 質 的 向 上 を 図 る 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 、 年 間 延 べ １ ４ 名 の 外 部 機 関 の
た め 、 外 部 の 専 門 機 関 等 の 研 修 プ 研 修 を 行 っ て い る 。
ロ グ ラ ム 等 を 活 用 し 年 間 ４ 名 以 上 ま た 、 研 修 結 果 に つ い て は 資 料 及 び レ ポ ー ト 等 に よ り 各 課
の 職 員 研 修 を 行 う 。 職 員 へ の 周 知 を 行 っ て い る 。

⑥ 奄 美 基 金 内 部 に 設 置 し た 横 断 的 な 奄 美 基 金 内 部 に 設 置 し た 横 断 的 な 業 務 の 評 価 ・ 点 検 チ ー ム
業 務 の 評 価 ・ 点 検 チ ー ム に て 業 務 に お い て 、 財 務 内 容 の 健 全 化 及 び 改 善 を 図 る た め 、 取 引 事 業
運 営 全 般 の 協 議 を 原 則 と し て 毎 月 者 の 経 営 安 定 、 事 業 の 立 ち 直 り 等 の 支 援 体 制 、 保 証 業 務 に お
20日 に 行 う 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て け る 責 任 共 有 制 度 の 導 入 及 び そ れ に 伴 う 一 部 保 証 料 率 の 見 直
有 識 者 を 活 用 し つ つ 、 自 己 評 価 を し 、 融 資 業 務 に お け る 貸 付 利 率 体 系 の 見 直 し 及 び 融 資 メ ニ ュ
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行 う 。 ー の 重 点 化 等 に つ い て 検 討 を 行 っ て い る 。

２ （ ２ ） 一 般 管 理 費 の 削 減 （ ２ ） 一 般 管 理 費 の 削 減 ４
一 般 管 理 費 に つ い て 、 中 期 目 標 期 間 一 般 管 理 費 に つ い て 、 中 期 目 標 期 一 般 管 理 費 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 の 給 与 構 造 改 革 等 を 踏

の 最 後 の 事 業 年 度 に お い て 、 特 殊 法 人 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い て 、 特 殊 ま え た 給 与 改 定 及 び 本 部 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 の 引 き 下 げ 、 効
時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） 比 で １ 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 15年 度 ） 比 率 的 な 出 張 を 行 う た め の 体 制 の 見 直 し 等 に よ り 、 年 度 計 画 （
３ ％ 以 上 に 相 当 す る 額 を 削 減 す る た で 13％ 以 上 に 相 当 す る 額 を 削 減 す る 対 １ ５ 年 度 計 画 比 で １ ２ ％ 程 度 削 減 ） を 上 回 り １ ８ ． ３ ％ を
め 、 以 下 の 措 置 を 講 じ る 。 た め 、 以 下 の 措 置 を 講 じ 、 19年 度 は 削 減 し て い る 。
・ 給 与 、 諸 手 当 の 見 直 し 対 15年 度 比 で 12％ 程 度 削 減 す る （ （ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）
・ 物 件 費 の 抑 制 と 効 果 的 な 運 用 等 通 年 比 較 ） 。

な お 、 人 件 費 （ 退 職 手 当 等 を 除
く 。 ） に つ い て は 、 「 行 政 改 革 の 重
要 方 針 」 （ 平 成 17年 12月 24日 閣 議
決 定 ） を 踏 ま え 、 中 期 目 標 期 間 の 最
後 の 事 業 年 度 に お い て 、 平 成 17年 度
比 で ３ ％ 以 上 に 相 当 す る 額 を 削 減 す
る と と も に 、 国 家 公 務 員 の 給 与 構 造
改 革 を 踏 ま え た 給 与 体 系 の 見 直 し を
進
め る 。

・ 本 部 職 員 に つ い て は 、 特 地 勤 務 手 ま た 、 上 記 取 り 組 み 等 に よ り 、 対 国 家 公 務 員 指 数 は 平 成 １
当 を ３ ％ 相 当 引 き 下 げ る 。 （ ⑯ 12 ９ 年 度 で １ ０ １ ． ２ と な っ て い る 。
％ 、 ⑰ ９ ％ 、 ⑱ ６ ％ 、 ⑲ ３ ％ ）

【 対 国 家 公 務 員 指 数 （ 事 務 ・ 技 術 ） 】・ 業 務 課 、 管 理 課 の 連 携 に よ り 信 用
調 査 、 延 滞 債 権 督 促 事 務 を 併 せ て
対 応 す る 等 出 張 体 制 の 合 理 化 に よ
り 旅 費 の 抑 制 を 図 る 。

・ 年 度 全 体 の 支 出 計 画 を 基 に 月 毎 、
四 半 期 毎 の 支 出 計 画 を 作 成 し 支 出 支 出 管 理 担 当 者 を 総 務 企 画 課 長 と 定 め 、 毎 月 の 役 員 会 等 に
管 理 担 当 者 に よ り 計 画 と 実 績 に 予 算 執 行 状 況 を 報 告 し 、 協 議 を 行 っ て い る 。、
つ い て 毎 月 、 役 員 会 に 報 告 し 協 議
を 行 う 。

２ ． 国 民 に 対 し て 提 供 す る サ ー ビ ス そ の ２ ． 国 民 に 対 し て 提 供 す る サ ー ビ ス そ
他 の 業 務 の 質 の 向 上 に 関 す る 目 標 を 達 の 他 の 業 務 の 質 の 向 上 に 関 す る 年 度
成 す る た め と る べ き 措 置 計 画

３ （ １ ） 保 証 業 務 （ １ ） 保 証 業 務
奄 美 基 金 は 、 保 証 業 務 の 実 施 に 当 た 奄 美 基 金 は 、 保 証 業 務 の 実 施 に 当

っ て は 、 以 下 の 点 を 踏 ま え る こ と と す た っ て は 、 以 下 の 点 を 踏 ま え る こ と
る 。 と す る 。
① 事 務 処 理 の 迅 速 化 ① 事 務 処 理 の 迅 速 化 ３

現 在 、 事 業 者 の 申 し 込 み か ら 債 務 保 標 準 処 理 期 間 を ６ 日 に 設 定 し 、 以 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理 を 行 っ た 割 合 は 、 ８ １ ． ４ ％ と な っ
証 承 諾 決 定 ま で に 平 均 ８ 日 （ 平 成 １ ５ 下 の 措 置 を 講 じ る こ と 等 に よ り 事 務 て お り 、 引 き 続 き 、 ス ム ー ズ な 処 理 が 行 わ れ る よ う 、 関 係 機
年 度 実 績 ） を 要 し て い る が 、 利 用 者 へ 処 理 を 迅 速 化 し 、 引 き 続 き そ の 期 間 関 に 対 し て 、 受 付 前 の 事 前 協 議 を 徹 底 す る よ う 周 知 徹 底 を 図
の 利 便 性 に 資 す る 観 点 か ら 、 標 準 処 理 内 に 案 件 の ８ 割 以 上 を 処 理 す る 。 っ て い る 。
期 間 を 設 定 し 、 そ の 期 間 内 に 案 件 の ８
割 以 上 を 処 理 す る た め 、 審 査 能 力 の 向 ・ 審 査 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、 外 部 ・ 職 員 の 審 査 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、 外 部 機 関 の 研 修 を 行 っ て
上 、 関 係 金 融 機 関 と の 情 報 交 換 、 中 小 の 専 門 機 関 等 の 研 修 プ ロ グ ラ ム 等 い る 。
企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム の を 活 用 し た 職 員 研 修 を 行 う 。
活 用 等 を 行 う ｡

標 準 処 理 期 間 ６ 日 ・ 関 係 金 融 機 関 と 群 島 内 事 業 者 の 業 ・ 群 島 内 事 業 者 の 業 況 及 び 大 口 の 利 用 者 を 中 心 に 関 係 金 融 機 関
況 等 に つ い て 随 時 情 報 交 換 を 行 と の 情 報 交 換 を 随 時 行 っ て い る 。
う 。

・ 申 込 事 業 者 の 財 務 諸 表 分 析 等 に つ ・ 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム を 活 用 し 、 申 込 事 業

15計画(A) 19計画(B) B/A-1
(対15計) 19実績(C) C/A-1

(対15計)
C/B-1

(対19計)
18実績(D)
(参考)

C/D-1
(対18実)

285 251 △12.1
(△35) 233 △18.3

(△52)
△7.0
(△17) 249 △6.3

(△16)

人 件 費 211 183 △13.1
(△28) 172 △18.4

(△39)
△6.1
(△11) 184 △6.6

(△12)

物 件 費 74 68 △9.5
(△7) 61 △18.0

(△13)
△9.5
(△6) 65 △5.7

(△4)

一 般 管 理 費

16年度 17年度 18年度 19年度

指数 113.7 108.5 106.0 101.2
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い て 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー 者 の 財 務 諸 表 の 分 析 を 客 観 的 、 か つ 、 迅 速 に 行 っ て い る 。
ス シ ス テ ム を 活 用 す る 。 ま た 、 シ ス テ ム の 一 層 の 活 用 を 図 る た め 、 デ ー タ ベ ー ス の 運

用 を 行 っ て い る Ｃ Ｒ Ｄ 運 営 協 議 会 の 担 当 者 と の 情 報 交 換 を 行
っ て い る 。

４ ② 適 切 な 保 証 条 件 の 設 定 ② 適 切 な 保 証 条 件 の 設 定 ３
保 証 料 率 を は じ め と す る 保 証 条 件 に 適 切 な 保 証 条 件 の 設 定 を 行 う た

つ い て 、 業 務 運 営 に 必 要 な コ ス ト を 踏 め 、 以 下 の 施 策 に 取 り 組 む 。
ま え つ つ 、 奄 美 基 金 の 政 策 金 融 と し て イ 信 用 保 証 協 会 等 他 の 保 証 機 関 の 全 国 の 信 用 保 証 協 会 に お い て 、 金 融 機 関 が 融 資 リ ス ク の 一
の 役 割 、 保 証 リ ス ク ､新 た な 資 金 需 要 保 証 料 率 、 保 証 限 度 等 の 保 証 条 件 部 を 負 担 す る 責 任 共 有 制 度 の 導 入 等 の 検 討 が な さ れ て い た た
等 を 勘 案 し た 条 件 設 定 を 行 う ｡ に つ い て 、 調 査 、 資 料 の 収 集 ・ 整 め 、 奄 美 基 金 も 全 国 信 用 保 証 協 会 連 合 会 、 鹿 児 島 県 信 用 保 証

ま た 、 台 風 常 襲 地 帯 で あ る 等 の 自 然 理 等 を 行 い 、 奄 美 基 金 の 保 証 条 件 協 会 及 び 鹿 児 島 県 等 へ の 調 査 、 情 報 収 集 等 を 行 い 、 同 制 度 を
的 特 性 を 踏 ま え て 設 け ら れ て い る 激 甚 と の 比 較 検 討 を 行 う 。 ま た 、 奄 美 導 入 ・ 実 施 し て い る 。
災 害 等 保 証 に つ い て は 、 上 記 に 加 え 、 基 金 独 自 の 保 証 料 率 設 定 に つ い て 一 般 保 証 に お い て は 、 利 用 者 の リ ス ク に 応 じ た 保 証 料 体 系
近 年 の 災 害 状 況 等 も 踏 ま え な が ら 、 条 検 討 等 を 行 う 。 の 検 討 を 行 い 、 保 証 料 率 の 見 直 し を 行 っ て い る （ 平 成 20年
件 設 定 を 行 う 。 ４ 月 よ り 実 施 ） 。

な お 、 保 証 条 件 に つ い て は 、 定 期 的
な 点 検 を 行 い つ つ 、 奄 美 群 島 に お け る ロ 引 き 続 き 、 鹿 児 島 県 が 開 催 す る 鹿 児 島 県 主 催 の 「 中 小 企 業 融 資 制 度 研 究 会 」 へ 出 席 し 、 新
経 済 情 勢 、 他 の 機 関 が 行 う 保 証 制 度 の 「 中 小 企 業 融 資 制 度 研 究 会 」 等 制 規 制 度 及 び 既 存 制 度 の 見 直 し 等 に つ い て 協 議 を 行 っ て い る 。
状 況 等 を 勘 案 し 、 適 時 適 切 な 条 件 設 定 度 資 金 関 係 会 議 に 出 席 し 、 鹿 児 島
の 見 直 し を 行 う 。 県 が 設 定 す る 制 度 保 証 に つ い て 、

さ ら に 、 地 方 公 共 団 体 が 設 定 す る 制 新 規 制 度 の 創 設 及 び 既 存 制 度 の 改
度 保 証 に つ い て 、 奄 美 群 島 の 産 業 特 性 善 等 に つ い て 協 議 を 行 う 。
及 び 地 域 内 事 業 者 の 状 況 を 踏 ま え つ
つ 、 新 た な 産 業 育 成 に 資 す る 新 規 制 度 ハ 奄 美 基 金 に お い て 、 商 工 会 の 経 奄 美 基 金 主 催 の 「 保 証 業 務 関 係 者 会 議 」 を 開 催 し 、 既 存 の
の 創 設 及 び 既 存 制 度 の 改 善 等 に つ い て 営 指 導 員 等 を 構 成 員 と す る 保 証 業 保 証 条 件 、 地 元 の 保 証 需 要 に つ い て 、 意 見 の 聴 取 ・ 交 換 等 を
地 方 公 共 団 体 と 定 期 的 な 会 議 を 開 催 す 務 関 係 者 会 議 を 開 催 し 保 証 条 件 、 行 っ て い る 。
る 等 連 携 し て 取 り 組 ん で い く 。 各 地 域 の 保 証 需 要 に つ い て の 意 見

徴 求 を 行 う 。

ニ 上 記 の 結 果 を 踏 ま え 、 現 在 の 保 以 上 の 協 議 等 を 踏 ま え 、 現 在 の 保 証 条 件 の 設 定 が 適 切 で あ
証 条 件 の 設 定 が 適 切 な も の で あ る る か ど う か 内 部 で 検 討 し 、 平 成 １ ９ 年 度 及 び 平 成 ２ ０ 年 ４ 月
か ど う か 評 価 ・ 点 検 チ ー ム で 検 討 か ら の 保 証 制 度 等 の 改 善 に 活 か し て い る 。
を 行 い 、 役 員 会 に 報 告 及 び 協 議 を
行 う 等 必 要 に 応 じ て 保 証 料 率 を 始
め と す る 保 証 条 件 の 見 直 し を 行
う 。

５ （ ２ ） 融 資 業 務 （ ２ ） 融 資 業 務
奄 美 基 金 は 、 融 資 業 務 の 実 施 に 当 た 奄 美 基 金 は 、 融 資 業 務 の 実 施 に 当

っ て は 、 以 下 の 点 を 踏 ま え る こ と と す た っ て は 、 以 下 の 点 を 踏 ま え る こ と
る 。 と す る 。
① 事 務 処 理 の 迅 速 化 ① 事 務 処 理 の 迅 速 化 ４

現 在 、 事 業 者 の 申 し 込 み か ら 融 資 決 標 準 処 理 期 間 を ９ 日 に 設 定 し 、 以 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理 を 行 っ た 割 合 は 、 ９ ６ ． ９ ％ と な っ
定 ま で に 平 均 １ １ 日 （ 平 成 １ ５ 年 度 実 下 の 措 置 を 講 じ る こ と 等 に よ り 、 そ て お り 、 引 き 続 き 、 ス ム ー ズ な 処 理 が 行 わ れ る よ う 、 関 係 機
績 ） を 要 し て い る が 、 利 用 者 へ の 利 便 の 期 間 内 に 案 件 の ８ 割 以 上 を 処 理 す 関 に 対 し て 、 受 付 前 の 事 前 協 議 を 徹 底 す る よ う 周 知 徹 底 を 図
性 に 資 す る 観 点 か ら 、 標 準 処 理 期 間 を る 。 っ て い る 。
設 定 し 、 そ の 期 間 内 に 案 件 の ８ 割 以 上
を 処 理 す る た め 、 審 査 能 力 の 向 上 、 関 ・ 審 査 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、 外 部 ・ 職 員 の 審 査 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、 外 部 機 関 の 研 修 を 行 っ て
係 金 融 機 関 と の 情 報 交 換 、 中 小 企 業 信 の 専 門 機 関 等 の 研 修 プ ロ グ ラ ム 等 い る 。
用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム の 活 用 等 を 活 用 し た 職 員 研 修 を 行 う 。
を 行 う ｡

標 準 処 理 期 間 ９ 日 ・ 関 係 金 融 機 関 と 群 島 内 事 業 者 の 業 ・ 群 島 内 事 業 者 の 業 況 及 び 大 口 の 利 用 者 を 中 心 に 関 係 金 融 機 関
況 等 に つ い て 随 時 情 報 交 換 を 行 と の 情 報 交 換 を 随 時 行 っ て い る 。
う 。

・ 申 込 事 業 者 の 財 務 諸 表 分 析 等 に つ ・ 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム を 活 用 し 、 申 込 事 業
い て 、 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ 者 の 財 務 諸 表 の 分 析 を 客 観 的 、 か つ 、 迅 速 に 行 っ て い る 。
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ー ス シ ス テ ム を 活 用 す る 。 ま た 、 シ ス テ ム の 一 層 の 活 用 を 図 る た め 、 デ ー タ ベ ー ス の 運
用 を 行 っ て い る Ｃ Ｒ Ｄ 運 営 協 議 会 の 担 当 者 と の 情 報 交 換 を 行
っ て い る 。

６ ② 適 切 な 貸 付 条 件 の 設 定 ② 適 切 な 貸 付 条 件 の 設 定 ３
現 在 、 １ ０ 種 類 の 貸 付 メ ニ ュ ー を 設 適 切 な 貸 付 条 件 の 設 定 を 行 う た

定 し 、 奄 美 群 島 の 産 業 特 性 を 踏 ま え た め 、 以 下 の 事 項 に 取 り 組 む こ と と す
貸 付 金 利 、 償 還 方 法 等 を 定 め て い る と る 。
こ ろ で あ る が 、 既 存 メ ニ ュ ー の 利 用 状 イ 政 府 系 金 融 機 関 等 他 の 融 資 機 関 奄 美 基 金 の 貸 付 金 利 に つ い て 、 第 一 次 産 業 は 農 林 漁 業 金 融
況 や 業 務 運 営 に 必 要 な コ ス ト を 踏 ま え の 貸 付 利 率 、 貸 付 限 度 等 の 貸 付 条 公 庫 、 第 二 次 ・ 三 次 産 業 は 国 民 生 活 金 融 公 庫 に 準 じ て 設 定 し
つ つ 、 奄 美 基 金 の 政 策 金 融 と し て の 役 件 に つ い て 、 調 査 、 資 料 の 収 集 ・ て い る た め 、 毎 月 、 両 公 庫 の 金 利 情 報 を 入 手 し 、 適 切 な 金 利
割 、 奄 美 群 島 の 産 業 特 性 及 び 地 域 内 事 整 理 等 を 行 い 奄 美 基 金 の 制 度 と の 設 定 に 努 め て い る 。
業 者 の 資 金 需 要 、 市 中 金 利 等 を 勘 案 し 比 較 検 討 を 行 う 。 奄 美 基 金 の 収 支 状 況 を 総 体 的 に 改 善 す る た め 、 融 資 業 務 の
た 条 件 設 定 を 行 う 。 貸 付 利 率 に お い て も 保 証 料 率 同 様 、 利 用 者 の リ ス ク に 見 合 っ

な お 、 融 資 条 件 に つ い て は 、 定 期 的 た 貸 付 金 利 体 系 の 検 討 を 行 い 、 基 本 利 率 の 一 部 見 直 し に 併 せ
な 点 検 を 行 い つ つ 、 奄 美 群 島 に お け る て リ ス ク 区 分 に 応 じ た 段 階 的 な 金 利 設 定 を 行 っ て い る （ 平 成
経 済 情 勢 、 他 の 機 関 が 行 う 融 資 制 度 の 20年 ４ 月 よ り 実 施 ） 。
状 況 等 を 勘 案 し 、 適 時 適 切 な 条 件 設 定
の 見 直 し を 行 う 。 ロ 奄 美 基 金 に お い て 、 各 市 町 村 の 奄 美 基 金 主 催 の 「 融 資 業 務 関 係 者 会 議 」 を 開 催 し 、 既 存 の

産 業 関 係 課 を 構 成 員 と す る 融 資 業 融 資 条 件 、 地 元 の 融 資 需 要 に つ い て 意 見 の 聴 取 ・ 交 換 等 を 行
務 関 係 者 会 議 を 開 催 し 貸 付 条 件 、 っ て い る 。
各 地 域 の 資 金 需 要 に つ い て の 意 見
徴 求 を 行 う 。

ハ 上 記 の 結 果 を 踏 ま え 、 現 在 の 貸 以 上 の 対 応 等 を 含 め 、 現 在 の 融 資 条 件 の 設 定 が 適 切 で あ る
付 条 件 の 設 定 が 適 切 な も の で あ る か ど う か 、 融 資 メ ニ ュ ー の 重 点 化 等 に つ い て 内 部 で 検 討 を 行
か ど う か 評 価 ・ 点 検 チ ー ム で 検 討 っ て い る 。
を 行 い 、 役 員 会 に 報 告 及 び 協 議 を
行 う 等 必 要 に 応 じ て 貸 付 対 象 事 業
貸 付 利 率 等 を 始 め と す る 貸 付 条 件
の 見 直 し を 行 う 。

７ （ ３ ） 保 証 業 務 、 融 資 業 務 共 通 事 項 （ ３ ） 保 証 業 務 、 融 資 業 務 共 通 事 項
① 利 用 者 に 対 す る 情 報 提 供 ① 利 用 者 に 対 す る 情 報 提 供 ３ 利 用 者 や 関 係 機 関 の 利 便 性 を 踏 ま え 、 借 入 申 込 書 を ホ ー ム

奄 美 基 金 の 業 務 に 対 す る 利 用 者 の 理 利 用 者 に 対 し 、 奄 美 基 金 の 財 務 内 ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き る よ う に 見 直 し を 行 う と と も
解 を 深 め る た め 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 窓 口 容 に 関 す る 情 報 、 業 務 の 紹 介 等 を わ に 、 引 き 続 き 、 本 部 及 び 出 先 事 務 所 の 窓 口 や 応 接 室 に 業 務 概
等 を 活 用 し て 、 業 務 概 要 、 業 務 方 法 書 か り や す く 提 供 す る た め 、 ホ ー ム ペ 要 、 財 務 諸 表 等 の 資 料 を 備 え 付 け る こ と に よ り 、 利 用 者 や 来
や 財 務 諸 表 等 奄 美 基 金 の 財 務 内 容 に 関 ー ジ の 構 成 、 掲 載 事 項 等 に つ い て 見 客 者 に 対 し 、 分 か り や す く 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め て い る 。
す る 情 報 を 分 か り や す く 提 供 す る 。 直 し を 行 う 。

こ れ ら の 情 報 に つ い て は 、 原 則 と し ま た 、 窓 口 に お い て 提 供 す る 情 報 貸 付 金 利 の 変 更 に つ い て は 、 適 用 日 と 同 日 に 奄 美 基 金 の ホ
て 、 発 表 と 同 日 中 に 窓 口 に 備 え 付 け る に つ い て も 利 用 者 の 利 便 性 等 を 考 慮 ー ム ペ ー ジ へ 掲 載 し 、 財 務 諸 表 等 そ の 他 の 情 報 に つ い て は 、
と と も に 、 奄 美 基 金 の ホ ー ム ペ ー ジ に し 、 充 実 を 図 る 。 窓 口 備 え 付 け や ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 等 を 発 表 と 同 日 に 行 う
掲 載 す る も の と す る 。 情 報 提 供 に 当 た っ て は 、 原 則 と し よ う 努 め て い る 。

ま た 、 地 元 市 町 村 広 報 誌 等 を 活 用 す て 、 発 表 と 同 日 中 に 、 窓 口 に 備 え 付 窓 口 で は す べ て 同 日 備 え 付 け を 行 っ て い る 。 ま た 、 ホ ー ム
る こ と に よ り 情 報 提 供 の 充 実 を 図 る 。 け る と と も に 、 奄 美 基 金 の ホ ー ム ペ ペ ー ジ へ の 同 日 掲 載 は ９ ２ ． ９ ％ と な っ て い る 。

ー ジ に 掲 載 す る 。
ま た 、 新 規 情 報 に つ い て 、 地 元 市 財 務 諸 表 、 貸 付 金 利 等 の 新 規 情 報 に つ い て は 、 ホ ー ム ペ ー

町 村 の 広 報 誌 等 へ 随 時 掲 載 を 行 う 。 ジ へ 掲 載 等 し て い る と こ ろ で あ る が 、 群 島 内 事 業 者 の 奄 美 基
金 の 利 用 促 進 を 一 層 図 る た め 、 融 資 メ ニ ュ ー 等 に つ い て 、 地
元 市 町 村 に 対 し て 広 報 ・ 周 知 を 依 頼 し 、 ９ 市 町 村 の 広 報 誌 に
掲 載 さ れ て い る 。

８ ② 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 及 び 業 務 へ の 反 ② 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 及 び 業 務 へ の ３
映 反 映
資 金 需 要 等 に 関 す る 利 用 者 ニ ー ズ を 資 金 需 要 等 に 関 す る 利 用 者 ニ ー ズ 利 用 者 ニ ー ズ 等 を 把 握 す る た め 、 ア ン ケ ー ト 調 査 を ４ 回 実

把 握 す る た め 、 定 期 的 な ア ン ケ ー ト 調 を 把 握 す る た め 、 業 況 、 設 備 投 資 計 施 し て お り 、 ア ン ケ ー ト 結 果 に つ い て は 、 「 評 価 ・ 点 検 チ ー
査 の 実 施 （ 年 ４ 回 実 施 ） や 奄 美 基 金 の 画 、 資 金 調 達 方 法 等 を 調 査 項 目 と す ム 」 に お い て 検 討 さ れ る と と も に 、 役 員 会 へ 報 告 等 を 行 っ て
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ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し た 電 子 メ ー ル で る 定 期 的 な ア ン ケ ー ト 調 査 を ４ 回 実 い る 。
の 意 見 ・ 質 問 受 付 け 等 を 行 い 、 そ の 結 施 し 、 結 果 を 業 務 に 反 映 さ せ る た め
果 を 業 務 に 反 映 さ せ る 。 評 価 ・ 点 検 チ ー ム で 検 討 を 行 い 、 役

員 会 に 報 告 及 び 協 議 を 行 う 。
ま た 、 奄 美 基 金 の 業 務 内 容 の 周 知 奄 美 基 金 の 業 務 内 容 の 周 知 及 び 資 金 需 要 の 詳 細 な 把 握 に 資

を 一 層 図 る と と も に 利 用 者 の 資 金 需 す る た め 、 資 金 説 明 会 等 を 開 催 し て い る 。
要 を 詳 細 に 把 握 す る た め 出 先 事 務 所
の な い 地 域 を 中 心 に 資 金 説 明 会 、 意
見 交 換 会 を ４ 回 開 催 す る 。

３ ． 予 算 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画 ３ ． 予 算 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画 に 関
す る 年 度 計 画

９ （ １ ） 財 務 内 容 の 改 善 （ １ ） 財 務 内 容 の 改 善
財 務 の 健 全 化 を 図 る た め 、 以 下 の 内

容 を 含 む 収 益 改 善 ・ 経 費 節 減 等 に 関 す
る 具 体 的 な 計 画 を 策 定 の 上 、 累 積 欠 損
金 の 解 消 に 向 け 、 当 該 計 画 を 着 実 に 実
行 す る 。
① 保 証 業 務 に お い て は 、 十 分 な 返 済 能 ① 保 証 業 務 に つ い て 、 以 下 の 具 体 的 １ 更 な る 債 権 管 理 体 制 の 強 化 を 図 る た め 、 期 中 管 理 を 管 理 課
力 が 見 込 ま れ る 者 を 対 象 に 保 証 を 行 う な 取 組 み を 内 容 に 含 む 「 奄 美 群 島 振 か ら 審 査 業 務 を 担 当 す る 業 務 課 へ 全 面 的 に 移 管 し 、 分 掌 事 務
こ と と し 、 審 査 の 厳 格 化 、 金 融 機 関 と 興 開 発 基 金 経 営 改 善 策 」 の 実 施 を 図 ・ 人 員 配 置 の 見 直 し 、 債 務 者 区 分 に 応 じ た 管 理 ・ 回 収 策 の 立
の 責 任 分 担 、 期 中 管 理 の 徹 底 、 求 償 権 り 、 求 償 権 回 収 率 を 11.5％ （ 過 去 ５ 案 ・ 実 行 、 金 融 機 関 と 協 調 し 事 業 者 の 経 営 ・ 再 生 支 援 等 を 行
の 回 収 に 努 め 、 基 金 が 保 証 し て い る 債 年 （ 11年 度 か ら 15年 度 ） 平 均 8.2％ う 等 リ ス ク 管 理 債 権 の 抑 制 に 努 め て い る 。
務 に 係 る リ ス ク 管 理 債 権 割 合 に つ い ） に 向 上 さ せ る こ と 等 に よ り 19年 度 上 記 の 取 り 組 み や 再 生 支 援 の 効 果 に よ り 債 権 の 正 常 化 が 図
て 、 ２ ９ ． ６ ％ （ 平 成 １ ５ 年 度 実 績 ） 末 に お け る リ ス ク 管 理 債 権 の 割 合 を ら れ た こ と 、 回 収 不 能 と な っ た 求 償 権 償 却 処 理 （ １ ０ ７ 百 万
以 下 に 抑 制 し 、 着 実 に 縮 減 を 図 る 。 26.4％ 以 下 に 抑 制 す る （ 15年 度 末 円 ） を 実 施 し た こ と 等 に よ り 、 リ ス ク 管 理 債 権 は 、 昨 年 度 に

実 績 5,521百 万 円 、 16年 度 末 実 績 5, 比 し て １ ３ 百 万 円 減 少 し た が 、 建 設 業 の 業 況 悪 化 、 小 売 業 の
167百 万 円 、 17年 度 末 実 績 5,425 売 上 不 振 等 を 受 け て 新 規 リ ス ク 管 理 債 権 の 発 生 （ ３ ８ ９ 百 万
百 万 円 を 18年 度 末 見 込 4,541百 万 円 円 ） が 増 加 し た こ と 等 か ら 、 計 画 に 比 し て ６ ２ ６ 百 万 円 増 加
に 削 減 し 、 更 に 19年 度 末 試 算 で は 4, し て い る 。
221百 万 円 以 下 に 削 減 す る ） 。 ま た 、 担 保 物 件 の 処 分 等 に よ る 回 収 に 努 め た も の の 、 回 収
（ 具 体 的 な 取 組 み ） 額 （ １ ４ ４ 百 万 円 ） が 昨 年 度 を 下 回 っ た こ と 等 に よ り 、 回 収
・ 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ 率 は 昨 年 度 に 比 し て １ ． ４ ポ イ ン ト 、 計 画 に 比 し て ７ ． ７ ポ

ス テ ム を 活 用 し た 客 観 的 な 審 査 イ ン ト 下 回 っ て い る ほ か 、 保 証 債 務 残 高 の 減 少 に よ り 、 リ ス
・ 保 証 付 き 融 資 と 金 融 機 関 独 自 融 資 ク 管 理 債 権 の 割 合 に つ い て は 、 昨 年 度 に 比 し て ２ ． ４ ポ イ ン

の 併 用 促 進 に よ る 事 業 者 の 自 立 化 ト 、 計 画 に 比 し て １ ５ ． ４ ポ イ ン ト 上 回 っ て い る 。
支 援 と リ ス ク の 分 散

・ 審 査 委 員 会 の 活 用 【 計 画 と 実 績 と の 比 較 】 (単 位 ： 百 万 円 、 ％ )
・ 保 証 先 事 業 者 の 業 績 、 事 業 環 境 、

経 営 課 題 等 に つ い て の 定 期 的 な モ
ニ タ リ ン グ

・ 法 的 回 収 の 強 化 と 効 果 的 な 対 応
・ 融 資 実 施 金 融 機 関 と の 合 同 督 促 の

強 化
・ 督 促 計 画 の 策 定 、 督 促 リ ス ト ・ 手

法 の 改 善 、 債 権 管 理 委 員 会 の 活 用

（ 新 た な 取 組 み ）
・ 金 融 機 関 と の 責 任 共 有 制 度 の 導 入

に よ る リ ス ク の 分 散
・ 事 業 者 に 対 す る 再 生 支 援 体 制 の 整

備 ・ 実 施

１ ０ ② 融 資 業 務 に お い て も 、 十 分 な 返 済 能 ② 融 資 業 務 に つ い て も 、 以 下 の 具 体 ２ 更 な る 債 権 管 理 体 制 の 強 化 を 図 る た め 、 期 中 管 理 を 管 理 課

15年度

実績 計画 実績(A) 計画 実績(B) 計画 実績(C)

リ ス ク 管 理 債 権 5,521 5,184 5,167 4,873 5,425 4,541 4,860

総残高(保証債務+求償権) 18,680 17,609 16,288 16,814 14,041 16,381 12,332

リ ス ク 管 理 債 権 割 合 29.6 29.4 31.7 29.0 38.6 27.7 39.4

求 償 権 回 収 率 6.9 10.0 8.7 10.5 4.2 11.0 5.2

対16実績 対17実績 対18実績 対19計画

計画(D) 実績(E) (E-A) (E-B) (E-C) (E-D)

リ ス ク 管 理 債 権 4,221 4,847 △ 320 △ 578 △ 13 ＋ 626

総残高(保証債務+求償権) 16,017 11,598 △4,690 △2,443 △ 734 △4,419

リ ス ク 管 理 債 権 割 合 26.4 41.8 ＋ 10.1 ＋ 3.2 ＋ 2.4 ＋ 15.4

求 償 権 回 収 率 11.5 3.8 △ 4.9 △ 0.4 △ 1.4 △ 7.7

※リスク管理債権割合＝リスク管理債権／（（保証債務残高）＋（求償権残高））

※リスク管理債権の対１５年度実績費：△６７４百万円

19年度

18年度17年度16年度
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力 が 見 込 ま れ る 者 を 対 象 に 貸 付 け を 行 的 な 取 組 み を 内 容 に 含 む 「 奄 美 群 島 か ら 審 査 業 務 を 担 当 す る 業 務 課 へ 全 面 的 に 移 管 し 、 分 掌 事 務
う こ と と し 、 審 査 の 厳 格 化 、 金 融 機 関 振 興 開 発 基 金 経 営 改 善 策 」 の 実 施 を ・ 人 員 配 置 の 見 直 し 、 債 務 者 区 分 に 応 じ た 管 理 ・ 回 収 策 の 立
と の 責 任 分 担 、 期 中 管 理 の 徹 底 、 延 滞 図 り 、 リ ス ク 管 理 債 権 回 収 率 を 10.9 案 ・ 実 行 、 金 融 機 関 と 協 調 し 事 業 者 の 経 営 ・ 再 生 支 援 等 を 行
債 権 の 回 収 に 努 め 、 基 金 が 保 有 す る リ ％ （ 15年 度 実 績 5.3％ ） に 向 上 さ う 等 リ ス ク 管 理 債 権 の 抑 制 に 努 め て い る 。
ス ク 管 理 債 権 割 合 に つ い て 、 ４ ２ ． ７ せ る こ と 等 に よ り 19年 度 末 に お け る 上 記 の 取 り 組 み や リ ス ク 管 理 債 権 の 回 収 （ ４ ７ ３ 百 万 円 ）
％ （ 平 成 １ ５ 年 度 実 績 ） 以 下 に 抑 制 リ ス ク 管 理 債 権 の 割 合 を 40.8％ 以 下 に 努 め た こ と 、 再 生 支 援 の 効 果 に よ り 債 権 の 正 常 化 が 図 ら れ
し 、 着 実 に 縮 減 を 図 る 。 に 抑 制 す る （ 15年 度 末 実 績 5,287百 た こ と 、 回 収 不 能 と な っ た 貸 付 金 償 却 処 理 （ ３ ３ 百 万 円 ） の

万 円 、 16年 度 末 実 績 5,118百 万 円 、 実 施 等 に よ り 、 リ ス ク 管 理 債 権 は 、 昨 年 度 よ り ２ ０ ７ 百 万
17年 度 末 実 績 5,282百 万 円 を 18年 円 、 計 画 よ り １ ４ ２ 百 万 円 の 減 少 と な っ て い る 。
度 末 見 込 4,901百 万 円 に 削 減 し 、 更 ま た 、 リ ス ク 管 理 債 権 の 回 収 率 は 、 担 保 物 件 の 処 分 に 努 め
に 19年 度 末 試 算 で は 4,761百 万 円 以 た こ と 等 に よ り ９ ． ２ ％ と な り 、 昨 年 度 に 比 し て ２ ． ０ ポ イ
下 に 削 減 す る ） 。 ン ト 上 回 っ た も の の 、 大 島 紬 業 に お け る 業 況 低 迷 、 製 造 業 ・

小 売 業 の 売 上 不 振 等 か ら 新 規 リ ス ク 管 理 債 権 の 発 生 （ ３ ０ ０
（ 具 体 的 な 取 組 み ） 百 万 円 ） が 増 加 し た こ と 等 に よ り 、 計 画 に 比 し て １ ． ７ ポ イ
・ 中 小 企 業 信 用 情 報 デ ー タ ベ ー ス シ ン ト 下 回 っ た ほ か 、 リ ス ク 管 理 債 権 の 割 合 に つ い て は 、 昨 年

ス テ ム を 活 用 し た 客 観 的 な 審 査 度 に 比 し て ０ ． ３ ポ イ ン ト 下 回 っ た も の の 、 貸 付 残 高 の 減 少
・ 金 融 機 関 と の 協 調 融 資 の 促 進 に よ 等 に よ り 計 画 に 比 し て ３ ． ７ ポ イ ン ト 上 回 っ て い る 。

る リ ス ク 分 散
・ 審 査 委 員 会 の 活 用 【 計 画 と 実 績 と の 比 較 】 (単 位 ： 百 万 円 、 ％ )
・ 融 資 先 事 業 者 の 業 績 、 事 業 環 境 、

経 営 課 題 等 に つ い て の 定 期 的 な モ
ニ タ リ ン グ

・ 法 的 回 収 の 強 化 と 効 果 的 な 対 応
・ 共 通 債 務 者 を 持 つ 金 融 機 関 と の 連

携 督 促
・ 督 促 計 画 の 策 定 、 督 促 リ ス ト ・ 手

法 の 改 善 、 債 権 管 理 委 員 会 の 活 用

（ 新 た な 取 組 み ）
・ 事 業 者 に 対 す る 再 生 支 援 体 制 の 整

備 ・ 実 施

平 成 １ ９ 年 度 末 に お け る 繰 越 欠 損 金 額 は ４ ， ８ ８ ６ 百 万 円
と な っ て お り 、 リ ス ク 管 理 債 権 の 削 減 等 に 努 め た こ と か ら 、
昨 年 度 に 比 し て ３ ０ 百 万 円 の 減 少 と な っ て い る 。

繰 越 欠 損 金 は 、 独 立 行 政 法 人 化 に 伴 い 、 民 間 金 融 機 関 と 同
等 の 自 己 査 定 及 び 引 当 基 準 に 基 づ く 適 切 な 引 当 金 の 計 上 等 に
よ り 生 じ た も の で 、 審 査 の 厳 格 化 、 期 中 管 理 の 徹 底 等 に よ る
リ ス ク 管 理 債 権 の 削 減 及 び 一 般 管 理 費 の 削 減 等 に よ り そ の 減
少 に 努 め て い る が 、 建 設 業 の 業 況 悪 化 等 に よ り 削 減 額 は 計 画
を 下 回 っ て い る 。

引 き 続 き 、 審 査 の 厳 格 化 、 期 中 管 理 の 徹 底 及 び 事 業 者 に 対
す る 経 営 ・ 再 生 支 援 の 措 置 な ど に よ る リ ス ク 管 理 債 権 の 削
減 、 国 家 公 務 員 給 与 構 造 改 革 を 踏 ま え た 一 般 管 理 費 の 削 減 等
に よ り 財 務 内 容 の 健 全 化 を 進 め 、 繰 越 欠 損 金 の 早 期 削 減 に 努
め る こ と と し て い る 。

【 繰 越 欠 損 金 の 推 移 】 （ 単 位 ： 百 万 円 ）

15年度

実績 計画 実績(A) 計画 実績(B) 計画 実績(C)

リ ス ク 管 理 債 権 5,287 5,162 5,118 5,039 5,282 4,901 4,826

貸 付 残 高 12,324 12,194 11,664 11,894 11,412 11,770 10,776

リ ス ク 管 理 債 権 割 合 42.7 42.3 43.9 42.4 46.3 41.6 44.8

リ ス ク 管 理 債 権 回 収 率 - 10.3 9.7 10.5 7.8 10.7 7.2

対16実績 対17実績 対18実績 対19計画

計画(D) 実績(E) (E-A) (E-B) (E-C) (E-D)

リ ス ク 管 理 債 権 4,761 4,619 △ 499 △ 663 △ 207 △ 142

貸 付 残 高 11,667 10,391 △1,273 △1,021 △ 385 △1,276

リ ス ク 管 理 債 権 割 合 40.8 44.5 ＋ 0.6 △ 1.8 △ 0.3 ＋ 3.7

リ ス ク 管 理 債 権 回 収 率 10.9 9.2 △ 0.5 ＋ 1.4 ＋ 2.0 △ 1.7

※リスク管理債権割合＝リスク管理債権／貸付残高

※リスク管理債権の対１５年度実績費：△６６８百万円

19年度

18年度17年度16年度

独法化時点
(H16/10/1) 16年度末 17年度末 18年度末 19年度末

4,989 4,958 4,934 4,917 4,886

(実績) (－) (△31) (△24) (△18) (△30)

(計画) (－) (△43) (△82) (△65) (△85)

繰 越 欠 損 金

対前年度増減額
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１ １ ③ こ の 他 、 こ れ ま で 定 期 預 金 中 心 で あ ③ こ の 他 、 保 証 業 務 に お け る 資 金 運 ３ リ ス ク を 勘 案 し つ つ 収 益 性 を 確 保 す る た め 、 国 債 、 地 方 債
っ た 余 裕 金 の 運 用 に つ い て は 、 リ ス ク 用 に つ い て は 、 国 債 に よ る 運 用 等 も に よ る 運 用 を 行 っ て い る 。
面 に は 十 分 注 意 し な が ら 、 最 も 収 益 性 含 め 、 リ ス ク 面 に は 十 分 配 慮 し な が
が 見 込 ま れ る 手 法 に よ る 運 用 に 努 め ら 、 最 も 収 益 性 が 見 込 ま れ る 手 法 に
る 。 よ る 運 用 に 努 め る 。

１ ２ （ ２ ） 予 算 （ ２ ） 予 算 ３ 予 算 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画 に つ い て は 、 適 正 に 執 行 さ れ
（ ３ ） 収 支 計 画 （ ３ ） 収 支 計 画 て い る 。
（ ４ ） 資 金 計 画 （ ４ ） 資 金 計 画 随 意 契 約 に つ い て は 、 経 理 規 程 に 基 づ き 適 切 に 実 施 さ れ て

い る 。

１ ３ ４ ． 短 期 借 入 金 の 限 度 額 ４ ． 短 期 借 入 金 の 限 度 額 ３ 平 成 １ ９ 年 度 に お い て は 、 適 切 な 支 出 管 理 を 行 う こ と な ど
５ ． １ 億 円 ５ ． １ 億 円 に よ り 資 金 繰 り の 安 定 に 努 め た こ と か ら 、 短 期 借 入 を 行 う こ

と な く 、 効 率 的 な 業 務 運 営 を 図 っ て い る 。

５ ． 重 要 な 財 産 の 譲 渡 等 の 計 画 ５ ． 重 要 な 財 産 の 譲 渡 等 の 計 画 － 平 成 １ ９ 年 度 は 該 当 な し 。
該 当 な し 該 当 な し な お 、 奄 美 基 金 に お け る 重 要 な 財 産 は 、 本 部 事 務 所 に 係 る

土 地 及 び 建 物 の み で あ り 、 業 務 の 実 施 に 必 要 不 可 欠 か つ 必 要
最 小 限 の も の と な っ て い る 。 ま た 、 利 用 頻 度 の 低 い 施 設 や 不
要 な 施 設 等 は 保 有 し て い な い 。

６ ． 剰 余 金 の 使 途 ６ ． 剰 余 金 の 使 途 － 平 成 １ ９ 年 度 は 該 当 な し 。
該 当 な し 該 当 な し

７ ． 施 設 及 び 設 備 に 関 す る 計 画 ７ ． 施 設 及 び 設 備 に 関 す る 計 画 － 平 成 １ ９ 年 度 は 該 当 な し 。
該 当 な し 該 当 な し

１ ４ ８ ． 人 事 に 関 す る 計 画 ８ ． 人 事 に 関 す る 計 画 ３
独 立 行 政 法 人 化 を 機 に 、 職 員 の イ ン セ 下 記 の 方 策 を 引 き 続 き 行 う 。

ン テ ィ ブ を 確 保 し 、 組 織 の 活 性 化 を 図 る （ １ ） 各 課 に お け る 業 務 の 年 度 計 画 を 定 例 的 に 年 度 計 画 と 実 績 状 況 を 役 職 員 で 共 有 し 、 組 織 全 体
た め 、 目 標 の 管 理 や 評 価 基 準 の 明 確 化 な 設 定 し 、 こ の 実 施 状 況 と 職 員 の 取 で の 目 標 管 理 を 行 っ て い る 。 ま た 、 評 価 に あ た っ て は 各 課 長
ど に よ り 、 個 々 の 職 員 の 勤 務 成 績 及 び 法 組 状 況 を 勘 案 し た 人 事 考 課 を 行 の 評 価 、 役 員 の 評 価 等 段 階 的 評 価 を 実 施 し て い る 。
人 の 業 務 実 績 を 給 与 ・ 特 別 手 当 に 反 映 さ う 。
せ る と と も に 、 職 員 の 能 力 、 資 質 に 応 じ （ ２ ） 上 記 結 果 を 受 け 、 給 与 、 特 別 手 個 々 の 職 員 の 勤 務 成 績 を 給 与 等 へ 反 映 す る と と も に 、 職 員
た 適 正 な 人 事 配 置 を 行 う 。 当 等 に 反 映 さ せ る こ と に よ り 職 員 能 力 に 応 じ た 人 事 配 置 を 実 施 し て い る 。

の イ ン セ ン テ ィ ブ の 確 保 を 図 る 。
（ ３ ） 年 度 計 画 の 達 成 状 況 を 踏 ま え 、 現 在 、 １ ９ 年 度 の 計 画 達 成 状 況 を 踏 ま え 債 権 管 理 ・ 回 収 体

業 務 実 施 体 制 及 び 職 員 の 能 力 、 資 制 の 強 化 を 図 る た め 、 組 織 体 制 及 び 人 員 配 置 の 見 直 し の 検 討
質 等 を 反 映 し た 人 員 配 置 を 行 う 。 を 行 っ て い る 。

１ ５ ９ ． そ の 他 業 務 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 ９ ． そ の 他 業 務 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 ３
出 資 業 務 に つ い て は 、 平 成 １ ７ 年 度 末 出 資 業 務 に つ い て は 、 平 成 １ ７ 年 度 平 成 １ ７ 年 度 末 に て 措 置 済 み 。

を 以 て 廃 止 す る 。 末 を 以 て 廃 止 す る 。
（ そ の 他 ）

・ 監 事 に よ る 業 務 運 営 状 況 及 び 役 員 の 職 務 執 行 状 況 等 に 対 す
る 監 査 、 会 計 監 査 人 に よ る 財 務 諸 表 等 に 対 す る 監 査 は 適 切
に 行 わ れ て い る 。

・ 実 効 あ る 業 務 運 営 体 制 の 構 築 を 図 る た め 、 コ ン プ ラ イ ア ン
ス に 関 す る 規 程 を 整 備 し 、 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 」 を
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設 置 す る と と も に 、 役 職 員 へ の 周 知 徹 底 を 図 っ て い る 。
ま た 、 内 部 検 査 規 程 に 基 づ き 、 出 先 事 務 所 等 に 対 す る 内 部
検 査 を 実 施 し て い る 。

＜ 記 入 要 領 ＞ ・ 項 目 毎 の 「 評 定 結 果 」 の 欄 に 、 以 下 の 段 階 的 評 定 を 記 入 す る と と も に 、 そ の 右 の 「 評 定 理 由 」 の 欄 に 理 由 を 記 入 す る 。
５ 点 ： 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 特 筆 す べ き 優 れ た 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ る 。
４ 点 ： 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 優 れ た 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ る 。
３ 点 ： 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ る 。
２ 点 ： 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ る 。
１ 点 ： 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ な い 。
・ ５ 点 を つ け た 項 目 に は 、 特 筆 す べ き と 判 断 し た 理 由 と し て 、 他 の 項 目 に お け る 実 績 と の 違 い を 「 評 定 理 由 」 欄 に 明 確 に 記 述 す る も の と す る 。
・ 必 要 な 場 合 に は 、 右 欄 に 意 見 を 記 入 す る 。
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平成１９年度業務実績評価調書：独立行政法人奄美群島振興開発基金

総 合 的 な 評 定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評 定 理 由

各項目の合計点数 ＝ ４４
項目数（１５）×３ ＝ ４５○
下記公式＝ ９８％

＜記入要領＞
、 、 。・個別項目の認定結果をもとに 以下の判断基準により それぞれの欄に○を記入する

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１２０％以上である場合に
は 「極めて順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１００％以上１２０％未満
である場合には 「順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％以上１００％未満で
ある場合には 「概ね順調」とする。、
（ ） （ ） 、○ 各項目の合計点数 ／ 項目数に３を乗じた数 が８０％未満である場合には
「要努力」とする。

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、
上位又は下位のランクに評価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記し
た上で変更することができる。

総 合 評 価

（法人の業務の実績）
中期計画の達成に向けた平成１９年度計画の実施状況に係る総合評価は、概ね順

調と考えられる。
項目別では 「業務運営の効率化に関する年度計画」については、一般管理費の、

削減について計画以上の実績となっているほか、債権管理体制の強化、評価・検討
チームによる業務見直し等を行っている。

また 「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する年度計、
画」については、リスクに応じた保証・貸付条件の見直しを行ったほか、事務処理
の迅速化、中小企業信用情報データベースの活用等に努めるとともに、利用者等の
利便性向上のため、貸付金利の変更を適用日と同日にホームページへ掲載するなど
情報提供に努め、さらに、借入申込書をホームページからダウンロードできるよう
見直しを行うなど、計画どおりの実績となっている。

一方 「予算、収支計画及び資金計画に関する年度計画」については、リスク管、
理債権及び繰越欠損金は昨年度より減少し、融資業務に係るリスク管理債権につい
ては計画を達成しているものの、リスク管理債権割合、回収率等については計画未

、 。達成となっており 依然として多額のリスク管理債権及び繰越欠損金を抱えている

（課題・改善点、業務運営に対する意見等）
債権管理体制の見直し、金融機関との協調等による経営・再生支援の取り組み、

期中管理の徹底等により、リスク管理債権及び繰越欠損金は昨年度より減少してい
るものの、リスク管理債権割合、回収率等については計画未達成となっており、依
然として多額のリスク管理債権及び繰越欠損金を抱えている状況にあることから、
奄美群島振興開発基金の果たすべき役割、奄美群島内の事業者の実情等に十分留意
しつつ、計画未達成事項の分析を踏まえた改善策を講じるとともに、引き続き、上
記の取り組みを進め、財務の健全化に努める必要がある。

（その他）


